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平成 26 年度 
稲敷市⼈⼝減少対策（少⼦化・⼈⼝流出）への取り組みについて 

 

１．背景及び目的 

世界的に類を見ない速度で進展している我が国の少子高齢化及び人口減少が問題視されている

中で、本市の少子化及び人口流出などによる人口減少は著しい速度で進展している。 

そこで、全庁体制での人口減少対策の体制を組織し、実効性ある総合的な人口減少対策として

の「（仮称）実行プラン」を作成し、少子化・人口流出の対策を推進することを目的とする。 

 

２．平成 26 年度の取組概要 

 全庁的な検討・協議を行うため、副市長を中心とした部長級職員による『人口減少対策プロジ

ェクトチーム』を組織するとともに、これまで新規採用職員を対象に行ってきた「人口問題プロ

ジェクトチーム」を『人口減少対策ワーキングチーム』として稼働させ、その対象者のニーズや

課題を的確に把握しながら、その効果を得るために単発ではない、複合的（パッケージ化）な人

口減少対策メニューの作成を行うこととする。 

 

人口減少対策 

プロジェクトチーム 

 人口減少対策の対象者 

（市民等） 

 人口減少対策ワーキング

チーム（旧人口問題ＰＴ）

構成：メンバー（10 名） 

[副市長＋9部局長] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構成：新採職員（15 名） 

[3～4 グループ]

目的：部局横断的かつ複合

的な人口減少対策

事業及び実施フレ

ーム等の作成・調整

…など 

  目的：対象者のニーズ調査

※を踏まえた人口

減少対策の捉え方

やその事業（案）等

の作成…など 

スケジュール：  
①8 月を目途に市としての
人口減少施策を作成。 

 
②10 月を目途に事務事業
レベルでの人口減少対
策メニューの作成とそ
のパケージ化。 

 
③対象者等を交えた「（仮

称）人口減少対策シンポ
ジウム」を開催。 

 
④11 月以降は、来年度当初
予算の準備…など 

  スケジュール：  
①8 月の人口減少施策作成
に向けたニーズや課題
等の把握と取りまとめ。

 
②若手ならではの目玉プ
ロジェクト等を検討。 

      ↓ 
③対象者等を交えた「（仮
称）人口減少対策シンポ
ジウム」にてプレゼンテ
ーション。 

 
④11 月以降は、「エール便」
の作成…など  

     

パッケージ化された人口減少対策事業（福祉・教育・居住・雇用などの複合メニュー） 

※ヒアリング調査等を実施。

例えば… 

①市外進学希望者 

②就職活動の学生 

③未婚者（男女とも）

④子育て世代（男女）

⑤幼保・小中高の父兄

⑥市外の農業希望者 

⑦ 〃 各種起業家 

⑧その他   …など 

「人口減少対策 

シンポジウム」

の開催
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↓毎日新聞（5 月 9 日） 

↑茨城新聞（5 月 9 日） 
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稲敷市人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱 
 
（設置） 

第１条 市の最大の課題の一つである人口減少問題に対して，調査及び検討を

進めるとともに，実効性のある総合的な対策の立案及び実施に向けての準備

を行うため，稲敷市人口減少対策プロジェクトチーム（以下「プロジェクト

チーム」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 

第２条 プロジェクトチームは，次に掲げる事項を所掌する。 

（１）人口減少に関わる現況整理に関すること。 

（２）人口減少対策の立案に関すること。 

（３）国等の制度事業の選定に関すること。 

（４）その他人口減少対策に関し必要な事項 
 
（プロジェクトチームの構成員等） 

第３条 プロジェクトチームの構成員は，副市長，市長公室長，総務部長，市

民生活部長，保健福祉部長，産業建設部長，教育部長，上下水道部長，会計

管理者及び議会事務局長とする。 

２ プロジェクトチームのチーム長は副市長とする。 

３ プロジェクトチームの補助機関として，ワーキングチームを置く。ワーキ

ングチームの編成及び構成員については，チーム長が別に定めるものとする。 

４ 調査及び検討事項の重要性等に鑑み，関連する部局，課室及び市民等の参

画を認めることとする。 
 
（会議） 

第４条 プロジェクトチームの会議は，チーム長が招集し，会議の議長となる。 
 
 （協力要請） 

第５条 チーム長は，チームの職務遂行上必要があるときは，関係部局に資料

の提出及びその他必要な協力を要請することができる。 
 
（関係部局の協力） 

第６条 プロジェクトチームの職務に関係する部局は，プロジェクトチームの

職務遂行に積極的に協力し，プロジェクトチームの完遂を援助するものとす

る。 
 
（報告） 

第７条 チーム長は，プロジェクトチームが完遂され，その成果を得たときは，

速やかに市長に報告するものとする。 
 
（庶務） 

第８条 プロジェクトチームの庶務は，人口減少対策担当課が行うものとする。 
 
（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか，プロジェクトチームの運営に関し必要

な事項は，市長が定める。 
 
   附 則 

 この告示は，平成２６年６月１９日から施行する。 
 




